
国⽴⼤学法⼈⼤阪⼤学総⻑選考・監察会議委員の選出⽅法及び選出理由について 

■経営協議会選出委員 

 

 

１．選定された総長選考・監察会議委員 

  金倉  譲 一般財団法人住友病院院長 

  黒田 章裕 コクヨ株式会社会長 

  塚本  恵 一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理事、 

          高砂香料工業株式会社社外取締役 

  蓮輪 賢治 株式会社大林組代表取締役社長 

  藤井 睦子 国立大学法人大阪教育大学理事・副学長 

  村木 厚子 社会福祉法人全国社会福祉協議会会長、 

          住友化学株式会社社外取締役 

 

２．選出方法 

（１）経営協議会において、総長選考・監察会議委員候補者を選出するため、経営協議会

規程第 2 条第 1 項第 4 号の学外委員全員で構成する「候補者選定に係る会合」を設

置した。 

（２）候補者選定に係る会合において、以下のとおり候補者を選定した。 

  【候補者選定に係る会合での選定方法】 

    委員候補者の選定に先立ち、利益相反に係る自己申告を求めた結果、1 名から申告

があり、審議の結果、本選定に関与しないことを決定した。 

    今回の選定にあたり、令和 6年 3月 31日まで総長選考・監察会議委員を務めた者

5名は、引き続き経営協議会委員であり、これまでの総長選考・監察会議における議

論を把握していることから、当該 5名を委員候補者として合議により決定した。 

続いて、残り 1名の委員候補者の選出方法について検討を行い、次のとおり決定し

た。 

    ① 透明性・公正性の担保のため、投票により選定すること。 

    ② 業種、専門分野等に係るバランスに配慮すること。 

    ③ ジェンダーバランスに配慮すること。 

    その後、投票を行い、得票上位の 1名を委員候補者として選定した。 

 

３．選定理由 

国等からは、透明性及び公正性を確保した会議運営や、総長選考・監察会議委員に係

る利益相反の防止や政治的中立性の確保が求められている。こうした要請に応え得る

人物を選ぶことを出席者全員で確認し、上記２．の方法により、上記１．の 6名を選定

した。 

 

４．選定実施日 令和 6年 4月 4日（木） 

 


